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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
色拡張画像を構築する方法であって、
　第１色空間の画像を受信する段階と、
　前記画像の画素色特性を第２色空間にマッピングする段階と、
　前記第２色空間において前記画像の色分布を推定する段階と、
　前記第２色空間において前記推定された画像の色分布の元の平均値を決定する段階と、
　前記第２色空間において拡張色分布の新しい平均値を決定する段階であって、前記新し
い平均値は、ユーザ入力、前記画像、前記画像の一部の選択した画像、画像ストリームの
以前の画像、又は所定の値に基づき決定される、前記新しい平均値を決定する段階と、
　前記第２色空間の有効な値全体に前記色分布を拡張して拡張色分布を得るために、前記
第２色空間の画像の元の画素の値と前記元の平均値との間の差および前記新しい平均値に
基づいて、前記第２色空間における新しい画素色特性を計算する段階と、
　前記第２色空間において計算された前記新しい画素色特性に基づいて、前記第１色空間
において色拡張画像を構築する段階と
を備える、方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、前記元の平均値は、少なくとも前記画像、前記画像の一
部の選択画素、又は画像ストリームの以前の画像のいずれかに基づき決定される、方法。
【請求項３】
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請求項１または２に記載の方法であって、前記第１色空間は、ＲＧＢ色空間である、方法
。
【請求項４】
請求項３に記載の方法であって、これによって、前記第２色空間は、正規化ｒｇｂ、ＣＹ
Ｍ、ＣＹＭＫ、ＨＩＳ、ＨＳＶ、ＹＣｂＣｒ、ＹＵＶ、ＵＶＷ、Ｕ’Ｖ’Ｗ’、ＣＩＥ又
はＹＩＱ色空間のいずれか１つである、方法。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の方法であって、前記新しい画素色特性は、前記第２
色空間において、
【数１】

及び
【数２】

が、前記第２色空間における前記元の平均値を示し、
【数３】

及び

【数４】

が、前記第２色空間における前記新しい平均値を示し、
　Ｎｅｗ＿ｕ’及びＮｅｗ＿ｖ’が、前記第２色空間における前記新しい画素色特性を示
し、
　ｕ’及びｖ’が、前記第２色空間における前記元の画素色特性を示し、
　ＳｃａｌｅＦａｃｔｏｒが、選択した換算係数を示すとき、

【数５】

で計算され、次に、前記第１色空間に再度変換され、
　輝度値が、一定に維持される、方法。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１項に記載の方法であって、これによって、前記新しい平均値が
、対象領域の所与の特性、所定の値、又はユーザ入力のいずれか１つに基づき選択される
、方法。
【請求項７】
請求項６に記載の方法であって、これによって、前記対象領域の所与の特性は、病変であ
る、方法。
【請求項８】
請求項１に記載の方法であって、前記画像は、飲み込み可能なカプセルによって取り込ま
れる生体内画像である、方法。
【請求項９】
色拡張画像を構築するシステムであって、
　第１色空間の画像を受信する手段と、
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　前記画像の画素色特性を第２色空間にマッピングする手段と、
　前記第２色空間において前記画像の色分布を推定する手段と、
　前記第２色空間において前記推定された画像の色分布の元の平均値を決定する手段と、
　前記第２色空間において拡張色分布の新しい平均値を決定する手段であって、前記新し
い平均値は、ユーザ入力、前記画像、前記画像の一部の選択した画像、画像ストリームの
以前の画像、又は所定の値に基づき決定される、前記第２色空間において拡張色分布の新
しい平均値を決定する手段と、
　前記第２色空間の有効な値全体に前記色分布を拡張して拡張色分布を得るために、前記
第２色空間の画像の元の画素の値と前記元の平均値との間の差および前記新しい平均値に
基づいて、前記第２色空間における新しい画素色特性を計算する手段と、
　前記第２色空間において計算された前記新しい画素色特性に基づいて、前記第１色空間
において色拡張画像を構築する手段とを備える、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体腔等を撮像するための生体内装置及び方法に関する。特に、本発明は、自
律型生体内撮像装置によって表示される生体内データを提示するための生体内システムに
おける方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像やｐＨ検知等の生体内検知を行うのに有用である装置が知られている。飲み込み可
能な、即ち、経口摂取可能なカプセル又は他の装置等の自律型生体内検知装置は、体腔中
を移動し、移動する際、検知を行う。撮像装置等の自律型生体内検知装置には、例えば、
生体内撮像装置が胃腸（ＧＩ）管を通過している間に、ＧＩ管腔等の人体内腔又は管腔か
ら画像を得るための撮像装置を含む。撮像装置は、例えば、光学系や、オプションとして
、送信機やアンテナと共に用いられる。これらの装置の中には、無線接続を用いて、画像
データを送信するものがある。人体内の導管又は体腔の生体内検知のための、また、情報
（例えば、画像情報、ｐＨ情報、温度情報、電気的インピーダンス情報、圧力情報等）を
検知し収集するための他の装置、システム及び方法が、当分野で知られている。
【０００３】
　腫瘍、外傷又は潰瘍等の病変を見るのは、見ようとする胃腸管及び特徴又は病変が、極
めて類似した背景色を有するという事実によって複雑になる。
　生体内画像コントラストを強化するための異なる方法が、存在する。１つの方法は、特
定の階調範囲を特定の色値に割り当てることによって、疑似色で階調デジタル画像を描く
ことである。この技法は、人間の目が、明暗の変化よりも色調の違いを良好に識別できる
ことから、中間調画像における特定の対象領域を強調表示するのに有用である。疑似色画
像処理は、多着色試験片を利用して異なる波長で得られた合成単色画像を表示する蛍光顕
微鏡法に広く用いられている。コラージュ集合の個々の蛍光体画像に割り当てられる色は
、蛍光染料によって自然に放出されるものに色が近いことが多い。
【０００４】
　脈管画像を強化するための他の技法は、狭帯域撮像（ＮＢＩ）であり、これは、光貫通
の深さが、その波長に依存する（波長が短い光、例えば、青は、表面のみ貫通し、波長が
長い光、例えば、赤は、深い層まで貫通する）現象に基づき、微妙な組織構造の視認性を
改善する光学フィルタ技術である。１つのＮＢＩシステムでは、白色光が、回転式赤－緑
－青フィルタを透過し、順次、ＲＧＢ照明で粘膜を照射し、そして、反射光を別々に検出
し、映像プロセッサで単一のカラー画像に一体化する。他のＮＢＩシステムでは、２つの
離散的帯域の光、１つは４１５ｎｍで青、もう１つは５４０ｎｍの緑を用いる。狭帯域の
青色光は、表面の毛細管網を表示し、緑色光は、上皮下管を表示し、合成すると、組織表
面の極端な高コントラスト画像を提示する。例えば、モニタ上のＮＢＩ画像では、表面の
毛細管は、茶色で表示され、表面直下の血管は、シアンで表示される。
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【０００５】
　更に、日本のさいたま市のフジノン社の全額出資の子会社であるニュージャージー州の
フジノン社によって開発されたＦＵＪＩインテリジェント・カラー・強化（ＦＩＣＥ）は
、スペクトル推定技術に基づく内視鏡診断システムを提供する。このシステムでは、プロ
セッサは、普通の内視鏡画像を映像プロセッサから取り、表面部分の組織特徴付けや毛細
管方位の観察をより鮮明にできるように、与えられた専用の波長の光の画像を算術処理し
、推定し、生成する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、一実施形態において、自律型生体内撮像装置によって表示される生体内デー
タの提示に関し、生体内で生成された画像の色コントラストを強化する方法を導入する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　幾つかの実施形態によれば、本方法は、当分野における既知の方法を補完するために用
いられる。幾つかの実施形態によれば、本方法は、生体内画像ではない他の種類の画像、
例えば、大部分青みがかった灰色の霧深い通りの画像又は大部分緑がかった牧場の風景画
等、全体的に均一な色合い又は色調を有する画像の画質を高めるために用いられる。幾つ
かの実施形態によれば、本方法は、画像色コントラストを強化することによって、画像の
不明瞭なオブジェクト又は特徴を更に目立つようにするために用いられる。画像において
強化された色は、それらの自然な色相と似ている場合もそうでない場合もある。
【０００８】
　本発明の幾つかの実施形態は、強化した色コントラストを有する取り込まれた生体内デ
ータストリームの固定グラフィック表現を生成し表示するための方法を提供する。
　一実施形態において、本明細書に記載したものは、自律型生体内撮像装置によって得ら
れた画像を、画素色特性を拡張又は拡大することによって、強化するための方法であり、
本方法は、見ようとするものを強調表示する、又は、見ようとするものに最適な強化画像
を提示する。
【０００９】
　本発明の他の実施形態において、本明細書で提供されたものは、撮像装置によって取り
込まれた特徴を表す色拡張画像を構築するためにコンピュータが実行する方法である。第
１実施形態において、本方法には、撮像装置で特徴を見る段階と、第１色空間、例えば、
元の又は自然な色空間における特徴の画像を取り込む段階と、画像画素色特性を第２色空
間にマッピングする段階と、第２色空間において画像の色分布を得る段階と、第２色空間
の有効な値に渡って色分布を拡張又は拡大して、拡張色分布を得る段階と、拡張色分布を
用いて、第１色空間における新しい画素特性を演算して、例えば、色強化画像を得る段階
と、が含まれる。幾つかの本発明の実施形態によれば、強化された画像は、元の画像より
良い色コントラストを提示し得る。幾つかの実施形態によれば、第１色空間は、ＲＧＢ色
空間であってよい。
【００１０】
　他の実施形態において、画像の色変換を決定する段階には、画素色特性を第２色空間に
マッピングする段階と、第２色空間における画像の色分布を得る段階、例えば、それを推
定する段階と、第２色空間の有効な値に渡って色分布を拡張して、拡張色分布を得る段階
と、拡張色分布を用いて、第１色空間における新しい画素色特性を計算する段階と、を含
む。幾つかの実施形態によれば、色分布の元の平均値は、例えば、画像、画像の選択した
画素の一部、又は画像ストリームの以前の画像に基づき計算される。幾つかの実施形態に
よれば、拡張色分布の新しい平均値は、例えば、画像、画像の一部の選択した画素、画像
ストリームの以前の画像、又は所定の値に基づき決定することができ、また、新しい画素
色特性は、新しい平均値に基づき計算される。
【００１１】
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　幾つかの実施形態によれば、第２色空間は、必要ではない。受信画像は、元の色空間に
取り込むことができ、また、画像の新しい画素特性は、同じ色空間において演算し得る。
色分布は、更に、同じ色空間において拡張される。幾つかの実施形態によれば、画像の色
の範囲又は画像の一部を拡張する色変換を決定することができ、また、色拡張画像は、色
変換を用いて構成し得る。変換後の画像の色は、それらの自然な（又は元の）色相を保持
する場合もそうでない場合もある。幾つかの実施形態によれば、画像の色変換を決定する
段階には、画像の色分布を得る段階と、色空間の有効な値に渡って色分布を拡張して、拡
張色分布を得る段階と、拡張色分布を用いて、新しい画素色特性を計算する段階とを含む
。
【００１２】
　本発明の他の実施形態において、本明細書に提供したものは、自律型生体内装置によっ
て胃腸管において捕捉された生体内画像の色コントラストを高くする方法である。本方法
には、自律型生体内装置で胃腸管内の対象領域を見る段階と、胃腸管の画像を取り込む段
階と、取り込んだ画像から色拡張画像を構築する段階と、が含まれる。色拡張は、画像の
色コントラストを強化する。更なる実施形態において、色拡張は、画像の一部に実施でき
るが、これが意味することは、本方法は、画像の一部だけを処理し、残りの部分をそのま
まにしておくことである。
【００１３】
　更なる実施形態において、本発明は、選択画像の更に際立つ表示を可能にするために、
通常表示又は色強化表示のいずれかで、生体内撮像装置によって取り込んだ選択画像を見
る選択肢をユーザに与える表示装置を備えたユーザインターフェイスを提供する。
【００１４】
　本発明の実施形態は、様々な他の利益及び／又は利点を提供する。
　本発明の他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明例及び図から明らかになる。しかしな
がら、詳細な説明及び特定の例は、本発明の好適な実施形態を示すが、説明の一例として
のみ与えられるものであり、これは、本発明の技術思想及び範囲内における様々な変更及
び修正は、この詳細な説明から当業者には明らかになるためであることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態による生体内システムの概略説明図。
【図２Ａ】生体内撮像装置によって取り込まれた様々な画像の通常のフルカラー表示。
【図２Ｂ】図２Ａの画像の色拡張表示。
【図３Ａ】生体内撮像装置によって取り込まれた様々な画像の通常のフルカラー表示。
【図３Ｂ】図３Ａの画像の色拡張表示。
【図４Ａ】生体内撮像装置によって取り込まれた様々な画像の通常のフルカラー表示。
【図４Ｂ】図４Ａの画像の色拡張表示。
【図５Ａ】生体内撮像装置によって取り込まれた様々な画像の通常のフルカラー表示。
【図５Ｂ】図５Ａの画像の色拡張表示。
【図６Ａ】生体内撮像装置によって取り込まれた様々な画像の通常のフルカラー表示。
【図６Ｂ】図６Ａの画像の色拡張表示。
【図７Ａ】生体内撮像装置によって取り込んだ画像の一部の画素の色座標のヒストグラム
。
【図７Ｂ】本発明の方法を用いて色拡張した後の一部の画像画素の色座標のヒストグラム
。
【図８】本発明の一実施形態による方法を示す概略ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　特許又は出願ファイルには、カラーで制作した少なくとも１つの図面が含まれる。カラ
ーの図面を備えた本特許又は特許出願公報の写しは、請求及び必要な料金の支払いに応じ
て、米国特許商標庁が提供する。
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【００１７】
　本発明によるシステム、装置、及び方法の原理及び動作は、図面及び以下の説明を参照
するとより良く理解し得るが、これらの図面は、限定するためではなく例示の目的のため
だけに提示するものであることを理解されたい。　表記を簡単明瞭にするために、図示し
た要素は、必ずしも縮尺通りに描かれているとは限らないことを認識されたい。例えば、
理解しやすいように、幾つかの要素の寸法は、他の要素に対して誇張しているものがある
。更に、適切であると思われる場合、参照数字は、図の間で繰り返し用いて、対応する又
は類似の要素を示す場合がある。
【００１８】
　以下の詳細な説明では、本発明を充分に理解できるように、多くの具体的な詳細につい
て記載する。しかしながら、本発明は、これらの具体的な詳細無しで実践し得ることを当
業者は理解されたい。その他、公知の方法、手順、及び構成要素については、本発明が不
明瞭になるのを避けるために、詳細に記載していない。
【００１９】
　本発明の幾つかの実施形態は、例えば、人体の外側から体腔に、例えば、胃腸（ＧＩ）
管に挿入される生体内装置に関係する。幾つかの実施形態は、通常使い捨て又は部分的に
使い捨ての検出及び／又は解析装置に関係する。幾つかの実施形態は、受動的に又は能動
的に体腔、例えば、胃腸（ＧＩ）管を、例えば、自然のぜん動運動によって推進する、通
常飲み込み可能な生体内装置に関係する。幾つかの実施形態は、他の体腔、例えば、血管
、生殖管等を通過する生体内検知装置に関係する。生体内装置は、例えば、検知装置、撮
像装置、診断装置、検出装置、解析装置、治療装置、又はそれらの組合せであってよい。
幾つかの実施形態において、生体内装置には、イメージセンサ又は撮像装置及び／又は他
の適切な構成要素を含む。本発明の幾つかの実施形態は、必ずしも生体内撮像に限らず、
他の撮像装置に関係する。
【００２０】
　例えば、生体内検知装置、受信システム及び／又は表示システムを含む本発明の幾つか
の実施形態による装置、システム、及び方法は、イッダン（Ｉｄｄａｎ）らの米国特許第
５,６０４，５３１号明細書、表題「生体内ビデオカメラシステム」に記載された実施形
態、及び／又はイッダンらの米国特許第７，００９，６３４号明細書、表題「生体内撮像
用装置」と同様であるが、これら全てを本明細書にそれら全体について引用・参照する。
【００２１】
　本明細書に記載した装置及びシステムは、他の構成及び／又は組の構成要素を有する。
上記公報に記載されたもの等、例えば、ワークステーションにおける、例えば、外部受信
機／記録計ユニット、プロセッサ及びモニタは、本発明の幾つかの実施形態に用いるのに
適することがある。本明細書に記載した装置及びシステムは、他の構成及び／又は他の組
の構成要素を有する。例えば、本発明は、内視鏡、針、ステント、カテーテル等を用いて
、実践される。幾つかの生体内装置は、カプセル形状、又は、他の形状、例えば、ピーナ
ッツ形状又は筒状、球形、円錐形、又は他の適切な形状を有する。
【００２２】
　本発明の幾つかの実施形態には、例えば、通常飲み込み可能な生体内装置を含む。他の
実施形態において、生体内装置は、飲み込み可能及び／又は自律型である必要はなく、ま
た、他の形状又は構造を有してよい。幾つかの実施形態は、様々な人体管腔、例えば、Ｇ
Ｉ管、血管、尿管、生殖管等に用いられる。
【００２３】
　生体内装置の実施形態は、通常、自律型であり、また、通常、自己完結型である。例え
ば、生体内装置は、カプセルもしくは他の一つのまとまったものであるか又はそれを含み
、この場合、全ての構成要素が、容器、筐体、又は殻内に実質的に含まれ、また、生体内
装置は、例えば、受電又は情報送信用の何らかの配線やケーブルを必要としない。生体内
装置は、外部の受信及び表示システムと通信を行い、データ表示、制御、又は他の機能を
提供する。例えば、電源は、内部バッテリもしくは内部電源によって又は有線もしくは無
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線受電システムを用いて、提供される。他の実施形態は、他の構成及び能力を有する。例
えば、構成要素は、多数のサイト又はユニットに分散し、また、制御情報又は他の情報は
、外部ソースから受信される。
【００２４】
　本発明の幾つかの実施形態に基づく装置、システム、及び方法は、例えば、人体に挿入
されるか又は人が飲み込むことができる装置と共に用いられる。しかしながら、本発明の
実施形態は、この点において限定されず、例えば、非人体又は動物の体に挿入し得る又は
それが飲み込み得る装置と共に用いてよい。本発明の他の実施形態は、生体内撮像装置と
共に用いる必要はなく、デジタルカメラ又は仮想撮像装置等の他の種類の撮像装置によっ
て得られた画像を強化するために用いてもよい。
【００２５】
　図１は、本発明の幾つかの実施形態に基づく生体内システムの概略を示す。本システム
の１つ又は複数の構成要素は、本明細書に記載した装置及び／又は構成要素又は本発明の
実施形態に基づく他の生体内装置と共に又はそれに連動して用いられる。
【００２６】
　幾つかの実施形態において、本システムには、センサ、例えば、撮像装置１４６、１つ
又は複数の照射源１４２、電源３４５、及び送信機１４１を有する装置１４０を含む。幾
つかの実施形態において、装置１４０は、飲み込み可能なカプセルを用いて実現されるが
、他の種類の装置又は適切な実施例も用いられる。患者の体の外には、例えば、外部受信
機／記録計１１２（例えば、１つ又は複数のアンテナ又はアンテナアレイを含む又はそれ
に連動するもの）、例えば、メモリ、データベース等の１つ又は複数もしくは他の記憶シ
ステムであるか又はそれを含む記憶装置１１９、プロセッサ１１４、及びモニタ１１８が
ある。幾つかの実施形態において、例えば、プロセッサ１１４、記憶装置１１９及び／又
はモニタ１１８は、ワークステーション１１７、例えば、コンピュータ又はコンピュータ
処理プラットホームとして実現される。
【００２７】
　送信機１４１は、電波を用いて動作するが、装置１４０が、内視鏡であるか又はそれに
含まれる場合等の幾つかの実施形態では、送信機１４１は、例えば、電線、光ファイバ及
び／又は他の適切な方法を介して、データを送受信する。他の既知の無線送信方法を用い
てもよい。送信機１４１には、例えば、送信機モジュールもしくはサブユニット及び受信
機モジュールもしくはサブユニット、又は一体化送受信機もしくは送信機・受信機を含む
。
【００２８】
　装置１４０は、通常、自律型飲み込み可能カプセルであるか又はそれを含むが、装置１
４０は、他の形状を有してもよく、飲み込み可能又は自律型である必要はない。装置１４
０の実施形態は、通常、自律型であり、また、通常、自己完結型である。例えば、装置１
４０は、カプセル又は他のユニットであり、この場合、全ての構成要素が、容器又は殻内
に実質的に含まれ、装置１４０は、例えば、受電する又は情報を送信する何らかの配線又
はケーブルを必要としない。幾つかの実施形態において、装置１４０は、自律型であって
、また、遠隔制御可能でなくてもよいが、他の実施形態では、装置１４０は、部分的に又
は全体的に遠隔制御可能であってよい。
【００２９】
　幾つかの実施形態において、装置１４０は、外部受信及び表示システム（例えば、ワー
クステーション１１７又はモニタ１１８）と通信を行い、データの表示、制御、又は他の
機能を提供する。例えば、電力は、内部バッテリ、内部電源、又は受電可能な無線システ
ムを用いて、装置１４０に提供する。他の実施形態は、他の構成及び能力を有し得る。例
えば、構成要素は、多数のサイト又はユニットに渡って分散してよく、また、制御情報又
は他の情報は、外部情報源から受信し得る。
【００３０】
　幾つかの実施形態において、装置１４０には、生体内映像カメラ、例えば、撮像装置１
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４６を含むが、これは、装置１４０がＧＩ管腔を通過する間、例えば、ＧＩ管の画像を取
り込んで送信する。他の管腔及び／又は人体の体腔は、装置１４０によって撮像及び／又
は検知し得る。幾つかの実施形態では、撮像装置１４６には、例えば、電荷結合デバイス
（ＣＣＤ）カメラ又は撮像装置、相補金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）カメラ又は撮像装置
、デジタルカメラ、スチルカメラ、映像カメラ、又は他の適切な撮像装置、カメラ、又は
画像取り込み構成要素を含む。
【００３１】
　幾つかの実施形態において、装置１４０内の撮像装置１４６は、送信機１４１と接続し
て動作する。送信機１４１は、画像を、例えば、外部送受信機又は受信機／記録計１１２
に（例えば、１つ又は複数のアンテナを通して）送信するが、これは、そのデータをプロ
セッサ１１４及び／又は記憶装置１１９に送り得る。送信機１４１には、更に、制御能力
を含み得るが、制御能力は、別の構成要素、例えば、プロセッサ１４７にも含まれる。送
信機１４１には、画像データ、他の検知データ、及び／又は他のデータ（例えば、制御デ
ータ）を受信装置に送信できる任意の適切な送信機を含み得る。送信機１４１は、更に、
信号／命令を、例えば、外部送受信機から受信できる。例えば、幾つかの実施形態におい
て、送信機１４１には、超低電力無線周波数（ＲＦ）高帯域幅送信機を含むが、チップ・
スケール・パッケージ（ＣＳＰ）に設けられることもある。
【００３２】
　幾つかの実施形態において、送信機１４１は、アンテナ１４８を介して、送信／受信を
行う。送信機１４１及び／又は装置１４０の他のユニット、例えば、コントローラ又はプ
ロセッサ１４７には、制御能力を含むが、例えば、装置１４０を制御するための、装置１
４０の動作モード又は設定を制御するための、及び／又は装置１４０内において制御動作
又は処理動作を実施するための、１つ又は複数の制御モジュール、処理モジュール、回路
及び／又は機能を含む。幾つかの実施形態によれば、送信機１４１には、例えば、アンテ
ナ１４８を通して又は異なるアンテナもしくは受信要素を通して、信号を（例えば、患者
の人体の外側から）受信し得る受信機を含む。幾つかの実施形態によれば、信号又はデー
タは、装置１４０における別の受信装置によって受信される。
【００３３】
　電源１４５には、１つ又は複数のバッテリ又は燃料電池を含む。例えば、電源１４５に
は、酸化銀電池、リチウム電池、高いエネルギ密度を有する他の適切な電気化学的電池等
を含む。他の適切な電源を用いてもよい。例えば、電源１４５は、外部電源（例えば、電
磁場発生器）から電力やエネルギを受けとってよく、これは、生体内装置１４０に電力や
エネルギを送るために用いられる。
【００３４】
　幾つかの実施形態において、電源１４５は、装置１４０の内部にあり、例えば、受電す
るために、外部電源に結合する必要はない。電源１４５は、装置１４０の１つ又は複数の
構成要素に電力を、連続的に、実質的に連続的に、非離散的にもしくはそのタイミングで
、又は定期的に、断続的に、又はそうでなければ、非連続的に提供する。幾つかの実施形
態では、電源１４５は、装置１４０の１つ又は複数の構成要素に電力を、例えば、必ずし
も要求に応じてとは限らず又は必ずしもトリガをかけるイベントや外部起動や外部励起に
応じてとは限らずに提供する。
【００３５】
　選択肢として、幾つかの実施形態において、送信機１４１には、処理ユニット又はプロ
セッサ又はコントローラを、例えば、撮像装置１４６によって生成された信号及び／又は
データを処理するために含む。他の実施形態において、処理ユニットは、装置１４０内に
おいて別個の構成要素、例えば、コントローラ又はプロセッサ１４７を用いて実現したり
、又は撮像装置１４６、送信機１４１、もしくは他の構成要素の一体化部位として実現す
るが、必要とされないこともある。処理ユニットには、例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）
、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、マイクロプロセッサ、コントローラ、チップ、マ
イクロチップ、コントローラ、回路網、集積回路（ＩＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳ
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ＩＣ）、又はいずれか他の適切な多目的又は特定のプロセッサ、コントローラ、回路網又
は回路を含む。幾つかの実施形態において、例えば、処理ユニット又はコントローラは、
送信機１４１に埋め込まれたり又はそれと一体化されたり、また、例えば、ＡＳＩＣを用
いて実現される。
【００３６】
　プロセッサ１１４には、処理ユニット、プロセッサ又はコントローラが含まれる。処理
ユニットには、例えば、ＣＰＵ、ＤＳＰ、マイクロプロセッサ、コントローラ、チップ、
マイクロチップ、コントローラ、回路網、ＩＣ、ＡＳＩＣ、又はいずれか他の適切な多目
的又は特定のプロセッサ、コントローラ、回路網又は回路が含まれる。
【００３７】
　幾つかの実施形態において、撮像装置１４６は、生体内画像の取り込みを、連続的に、
実質的に連続的に、又は非離散的に、例えば、必ずしも要求に応じてとは限らず、必ずし
もトリガをかけるイベントや外部起動や外部励起に応じてとは限らず、又は定期的に、断
続的に、又はそうでない場合、非連続的に行われる。
【００３８】
　幾つかの実施形態において、送信機１４１は、画像データの送信を、連続的に、又は実
質的に連続的に、例えば、必ずしも要求に応じてとは限らず、又は必ずしもトリガをかけ
るイベントや外部起動や外部励起に応じてとは限らずに、又は定期的に、断続的に、又は
そうでない場合、非連続的に行われる。
【００３９】
　幾つかの実施形態において、装置１４０には、１つ又は複数の照射源１４２、例えば、
１つ又は複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）、“白色ＬＥＤ”、又は他の適切な光源を含む
。照射源１４２は、例えば、撮像及び／又は検知される体腔又は空洞を照射する。例えば
、１つ又は複数のレンズもしくは複合レンズ組立体、１つ又は複数の適切な光学フィルタ
、又はいずれか他の適切な光学要素等の１つ又は複数の光学要素を含むオプションの光学
系１５０は、選択肢として、装置１４０に含まれ、反射光を撮像装置１４６に合焦する際
、照射光を合焦する際、及び／又は他の光処理動作を行う際にその役割を果たす。
【００４０】
　幾つかの実施形態において、装置１４０には、１つ又は複数の照射源１４２が含まれる
が、この場合、照射源は、“白色ＬＥＤ”より狭い、或る実施形態では、赤、黄、青、緑
、紫又はオレンジの色伝送範囲にある。或る実施形態において、照射源の色は、本明細書
に記載する方法を用いて、検出しようとする病変に基づき選択される。或る実施形態では
、照射源１４２によって放出される波長を狭くすると、本明細書に記載した方法を用いて
、得られるコントラストの改善を支援する。従って、また、他の実施形態において、装置
１４０には、照射源１４２が含まれるが、この場合、照射源は、１つ又は複数の発光ダイ
オードであり、約４３０～５３０ｎｍ（青色ＬＥＤ）の波長でピークが約４８０ｎｍの光
を放出する。又は他の実施形態では、緑色ＬＥＤであり、約４８０～５８０ｎｍの波長で
ピークが約５３０ｎｍの光を放出し、又は他の実施形態では、赤色ＬＥＤであり、約５８
０～６８０ｎｍの波長でピークが約６３０ｎｍの光を放出する。
【００４１】
　幾つかの実施形態において、照射源（１つ又は複数）１４２の照射は、連続的に、又は
実質的に連続的に、例えば、必ずしも要求に応じてとは限らず、又は必ずしもトリガをか
けるイベントや外部起動や外部励起に応じてとは限らずに行われる。幾つかの実施形態に
おいて、例えば、照射源（１つ又は複数）１４２の照射は、毎秒所定の回数（例えば、２
回、３回又は４回）行い、また、実質的に連続的に、例えば、２時間、４時間、８時間等
の時間の間、又は定期的に、断続的に、又はそうでない場合、非連続的に動作する。
【００４２】
　幾つかの実施形態において、装置１４０の構成要素は、例えば、カプセル形状、楕円形
、又は他の適切な形状を有する筐体又は殻内に密閉される。筐体又は殻は、実質的に透明
又は半透明であり、及び／又は実質的に透明な又は半透明な１つ又は複数の部位、窓又は
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ドームを含む。例えば、装置１４０内の１つ又は複数の照射源（１つ又は複数）１４２は
、透明又は半透明な部位、窓又はドームを通して体腔を照射し、体腔からの反射光は、例
えば、透明又は半透明な部位、窓又はドームを通して、又はオプションとして、他の透明
な又は半透明な部位、窓又はドームを通して、装置１４０に入射し、そして、光学系１５
０及び／又は撮像装置１４６によって受光する。幾つかの実施形態において、例えば、光
学系１５０及び／又は撮像装置１４６は、体腔から反射された光を、照射源（１つ又は複
数）１４２が体腔を照射する際通過する同窓又はドームを通して受光する。
【００４３】
　データプロセッサ１１４は、装置１４０から外部受信機／記録計１１２を介して受信さ
れたデータを解析し、そして、記憶装置１１９と通信を行い、例えば、フレームデータを
記憶装置１１９との間で伝達する。データプロセッサ１１４は、解析されたデータをモニ
タ１１８に提供し、この場合、ユーザ（例えば、内科医）は、データを閲覧するか又は何
らかの方法でそれを用いる。幾つかの実施形態では、データプロセッサ１１４は、リアル
タイムの処理用に及び／又は後で実施される及び／又は閲覧される事後処理用に構成され
る。制御機能（例えば、遅延、タイミング等）が、装置１４０の外部にある場合、適切な
外部装置（例えば、送信機又は送受信機を有するデータプロセッサ１１４又は外部受信機
／記録計１１２等）は、１つ又は複数の制御信号を装置１４０に送信する。
【００４４】
　モニタ１１８には、例えば、１つ又は複数のスクリーン、モニタ画面、又は適切な表示
ユニットを含む。モニタ１１８は、例えば、装置１４０によって取り込まれ、且つ／又は
送信された１つ又は複数の画像又は画像のストリームを表示するが、例えば、ＧＩ管の画
像又は他の撮像された体腔又は空洞の画像を表示する。更に又は他の選択肢として、モニ
タ１１８は、例えば、制御データ、場所又は位置データ（例えば、装置１４０の位置もし
くは相対的な位置を記述するもしくは示すデータ）、方位データ、及び様々な他の適切な
データを表示する。幾つかの実施形態において、例えば、画像と（例えば、撮像され体腔
を基準とした）その位置又は場所の双方は、モニタ１１８を用いて提示及び／又は記憶装
置１１９を用いて記憶される。収集された画像データ及び／又は他のデータを記憶すし且
つ／又は表示する他のシステム及び方法を用いてもよい。
【００４５】
　一例において、内科医又は医療専門家は、例えば、飲み込み可能なカプセル又は内視鏡
等の他の生体内撮像装置によって取り込まれた生体内画像のストリームを受信する。内科
医は、画像ストリームを慎重に見て、例えば、画像中で識別される何らかの異常又は病変
があるかどうか判断する必要がある。色コントラスト強化無しでカプセルによって取り込
まれた画像に見える異常は、色がその周辺の健康な組織と極めて似通っていることがある
。従って、組織の健康な部位と、異常な部位即ち腫瘍又は外傷等の病変とを区別すること
は、難しい場合がある。更に、撮像装置によって取り込まれ、内科医に提示される画像は
、極めて大量な場合がある。飲み込み可能なカプセルによって取り込まれた画像ストリー
ムには、数千の画像を含む。例えば、撮像手順は、例えば、毎秒２乃至３６フレームの一
定の又は可変のフレーム速度で、例えば、８時間かかることがある。撮像手順は、例えば
、患者又は実施される手順の種類に依存して、かかる時間が短かったり長かったりする。
幾つかの例において、撮像の適応可能なフレーム速度を用いて、例えば、カプセルが移動
していない場合又は極端にゆっくりと移動している場合、２分毎に１フレームを選択する
ことができる。あるいは、カプセルが速く移動している場合、撮像速度は、例えば、毎秒
３６フレームまで大きくしてよい。幾つかの実施形態において、フレーム速度は、毎秒１
／１２０フレームより小さく、又は、毎秒３６フレームより大きくてよい。従って、数千
～数万の画像、例えば、５０，０００画像を含む画像ストリームが得られることがある。
異常な組織部位、腫瘍又は他の病変等の胃腸管の異常は、ストリームの数枚の画像だけに
出現する。
【００４６】
　一例において、健康な組織と比較した異常部の色の違いは、極わずかなことがあり、例
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えば、患部組織の色は、健康な組織よりわずかに赤みがかっていることがある。他の例で
は、患部組織周辺の領域の色だけが、健康な組織より暗い又は少し明るい色であることが
ある。更に、患部組織の色は、赤とは異なり、例えば、もっと白っぽい又はもっと青みを
帯びていることがある。従って、周辺の健康な組織の色と比較した異常部の色との間の差
異を強調表示するか又はそうでない場合、その差異を内科医に（例えば、本発明の実施形
態によって可能にし得るように、病変を含む画像の色コントラストを大きくすることによ
って）示すことは有用な場合がある。そのような表示によって、疑わしい病変領域を見逃
したり看過したりせずに画像ストリームを素早く見ることができ、また、これによって、
画像の閲覧に内科医が費やす時間を短縮することができる。
【００４７】
　通常、装置１４０は、離散的な部分における画像情報を送信する。各部は、通常、画像
又はフレームに対応するが、他の適切な送信方法を用いてもよい。例えば、幾つかの実施
形態において、装置１４０は、画像を１／２秒に一回捕捉し且つ／又は取り込み、その画
像データを外部受信機／記録計１１２に送信する。他の一定の及び／又は可変の取り込み
速度及び／又は送信速度を用いてもよい。
【００４８】
　ＧＩ管の画像内において腫瘍、外傷又は潰瘍等の病変を特定することは、見ようとする
胃腸管及び特徴又は病変が、極めて類似した背景色を有するという事実によって複雑化す
ることがある。例えば、腫瘍の色は、それ周辺の健康な組織と極めて類似するが、熟練し
た内科医は、例えば、素人目には区別が困難と思われるわずかな色の違いに基づき、健康
な組織と腫瘍とを区別することが可能である。異常部は、他の方法でも、例えば、正常組
織との形状の違いに基づき、又は患部組織と比較した健康な組織における質感の違いに基
づき区別される。本発明の実施形態によれば、元の画像の色は、健康な組織と患部組織と
の間のコントラストを改善するために、例えば、異なる中間調及び人為的な色に拡張及び
変更される。
【００４９】
　従って、本明細書に提供されたものは、色拡張画像を、例えば、自律型生体内装置によ
って見られる特徴を表す画像を構築するためにコンピュータが実行する方法である。本発
明の一実施形態において、画像の色コントラストは、元の色空間、例えば、自然な色空間
の値を変換し、そして、観察される特徴が、より高い色コントラストを有するように、ま
た、好適な一実施形態では、その特徴は、利用可能な色値の中で可能な限り最も高い色コ
ントラストを有し得るように、それを拡張することによって、強化される。
【００５０】
　本方法の一実施形態において、特徴は、自律型生体内装置で見ることができ、そして、
画像が取り込まれる。画像の画素特性は、他の色空間にマッピングされる。画像の色コン
トラスト強化は、色分布を拡張する色変換で誘起される。
【００５１】
　図２Ａ、３Ａ、４Ａ、５Ａ及び６Ａは、生体内において取り込まれた様々な画像を示す
。これらの図において分かるように（カラーで見ると最も良い）、画像は、胃腸管それ自
体が、実際に赤みがかった色であるという事実により、赤みがかった色調を有する。病変
が、胃腸管と同じ赤みがかった色調を有するという事実により、希望するようにかなり詳
細に且つはっきりと腫瘍、外傷又は潰瘍等の病変を見ることは少々困難なことがある。
【００５２】
　図２Ｂ、３Ｂ、４Ｂ、５Ｂ及び６Ｂは、本発明の一実施形態に基づき色強化された後の
画像を示す。これらの図において分かるように（カラーで見ると最も良い）、画像の色コ
ントラストは、強化され、画像内において色コントラストが改善されており、これにより
、腫瘍、外傷又は潰瘍等の病変は、更に詳細に且つはっきりと見ることができる。一実施
形態によれば、強化された色は、人為色的であり、これは、見ようとする特徴の自然な色
を表わさず、且つ特徴の境界が、色強化の結果、強調されることがある。
【００５３】
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　他の実施形態において、本明細書で記載する方法における色変換の使用方法には、次の
動作を実施する段階が含まれる。即ち、画像の画素色特性を得る段階（図７Ａを参照）と
、元の画素色特性を異なる色座標組に変換する段階（一実施形態では、この段階は、オプ
ションであってよい）と、元の色分布の平均値を決定する段階と、新しい平均値及び換算
係数に基づき画素色特性を修正する段階と、が含まれる。幾つかの実施形態によれば、所
定の色座標の平均値は、与えられた所定の色波長範囲について、演算又は設定される。元
の色分布の平均値は、画像又は画像の一部に基づき決定される。幾つかの実施形態によれ
ば、平均値は、一連の連続した画像に又は連続した画像の一部に基づいて計算される。例
えば、画像の中央に中心が置かれた円等の画像の一部だけを用いて、平均値が計算される
。
【００５４】
　他の実施形態では、本明細書で記載する方法における色変換の使用方法には、画像の画
素色特性を得る段階と、正規化ＲＧＢ色空間（ｒ、ｇ、ｂ）を用いて、元の色分布の新し
い平均値を決定する段階と、新しい平均値に基づき画素色特性を修正する段階とを実施す
る段階が含まれる。
【００５５】
　色は、網膜に入射する特定の分光分布によって生成される視感覚である。一実施形態に
おいて、取り込まれた画像の画素特性を特徴付ける段階には、他の実施形態では色空間又
はスペクトル空間と呼ばれる色座標系を用いて色応答関数を計算する段階を伴うが、これ
らは、これによって色を指定し、生成し、視覚化できる手段である。用途が異なれば、異
なる色空間を用いるのが良い。一実施形態において、本明細書に記載した方法は、色管理
システム（ＣＭＳ）を利用して、取り込まれた画像を特徴付け、また、色撮像システム間
において色データを変換する。
【００５６】
　多重スペクトル画像は、同じシーンの２つ以上の単色画像の集合体である。多重スペク
トル画像は、複数の既知のスペクトル又は色空間の任意の１つで記述できる。例えば、１
つの公知の多重スペクトル画像は、ＲＧＢ（赤－緑－青）カラー画像である。ＲＧＢカラ
ー画像は、赤、緑及び青成分を含んでおり、従って、画像は、ＲＧＢスペクトル空間にお
いて記述されると言える。一実施形態において、用いる元の色座標系は、ＲＧＢである。
【００５７】
　本明細書にも記載したように、本明細書に記載した方法を用いて得られたデジタルデー
タ値の行列は、一般的に、“デジタル画像”又はもっと簡単に“画像”と称され、メモリ
等のデジタルデータ記憶装置に、例えば、シーンにおける異なる波長のエネルギの空間分
布を表す一連の数値として記憶される。デジタル多重スペクトル画像並びに全てのデジタ
ル画像は、アレイ状の画素によって表される。アレイ中の各数値は、通常、“画要素”又
は“画素”又は“画像データ”と称するデジタル値に対応する。従って、一実施形態にお
いて、画素は、画像中の特定の空間座標に配置される単一のサンプルを表す。
【００５８】
　例えば、各画素の色及び輝度値をＲＧＢ値から計算される所謂ＲＧＢカラー方式を用い
て、本明細書では、赤色（Ｒビット）を表す所定数のビット（例えば、８ビット）、緑色
（Ｇビット）を表す所定数のビット（例えば、８ビット）、及び青色（Ｂビット）を表す
所定数のビット（例えば、８ビット）によって表される各画素を参照することがある。従
って、８ビットＲＧＢカラー表現では、画素は、２４ビット列によって表わされる。もち
ろん、各ＲＧＢ値について、８ビットより多い又は少ないビット数を用いることも可能で
ある。
【００５９】
　他の実施形態では、用いられる色空間は、国際照明委員会Ｌ＊ａ＊ｂ＊（ＣＩＥＬＡＢ
）色空間である。ＣＩＥは、ＨＶＳ（人間の視覚系）に基づき色を分類する系統を定義し
てきている。この系統を用いて、あらゆる色は、そのＣＩＥ座標で指定することができる
。
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【００６０】
　他の実施形態において、カラー画素は、色相、彩度、輝度（ＨＳＢ）方式又はシアン、
マゼンタ、黄、黒（ＣＭＹＫ）方式等の、他の色又はスペクトル方式を用いて表される。
或る実施形態において、本明細書に記載した方法に用いられる方式は、ＲＧＢ、ＣＭＹ（
シアン、マゼンタ、黄）、ＣＹＭＫ、ＨＳＩ（強度）、ＨＣＩ（色度／彩度）、ＴＳＤ（
色相彩度及び黒さ）、ＨＳＶ（色値）、又はＹＣｂＣｒ、ＹＵＶ、ＵＶＷ、Ｕ’Ｖ’Ｗ’
、ＹＣＣ及びＹＩＱ（テレビ伝送色空間）座標組又は色方式、並びにＣＩＥＬ＊ｕ＊ｖ＊
及びＣＣＩＲ（国際無線通信諮問委員会）６０１ＹＣｂＣｒ、スペクトル空間である。従
って、本明細書に記載した技法は、上記したＲＧＢ、ＨＳＢ、ＣＭＹＫ方式並びに輝度及
び色軸ａ＆ｂ（Ｌａｂ）色座標系、カルフーネン・レーヴ（Ｋａｒｈｕｎｅｎ－Ｌｏｅｖ
ｅ）色座標系、網膜錐体色座標系及びＣＩＥＸ、Ｙ、Ｚ方式に限定するものではないが、
これらを含む複数の色方式に適用可能であることに留意されたい。
【００６１】
　一実施形態において、一旦、画像、即ち、例えば、ＲＧＢ形式の画素色特性が得られる
と、元の画素色特性は、異なる色座標組に変換されるか、又は他の選択肢として、元の座
標組は、正規化され、ｒ＝Ｒ／（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ）及びｇ＝Ｇ／（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ）が計算される
。
【００６２】
　他の実施形態では、画像の一部の平均値、例えば、ｕ’ｖ’座標において画像の照らさ
れた領域が、更に評価される。一実施形態によれば、色分布の平均値は、与えられた所定
の色波長範囲について決定される。
【００６３】
　一実施形態では、新しい平均値が、拡張色分布について決定される。新しい平均値を決
定した後、次のステップは、新しい平均値に基づき、画素色特性を変換する段階であり、
これには、新しいｕ’ｖ’座標値を割り当てる段階が含まれ、これによって、新しい座標
値は、［（元の座標値とｕ’ｖ’色空間における元の色分布の平均値との間の差）と換算
係数との積］と、新しい平均値の座標値と、の和であり、次のようになる。
【００６４】
　Ｎｅｗ＿ｕ’＝（ｕ’－＜ｕ＞）・ＳｃａｌｅＦａｃｔｏｒ＋＜Ｎｅｗ＿ｕ＞
　Ｎｅｗ＿ｖ’＝（ｖ’－＜ｖ＞）・ＳｃａｌｅＦａｃｔｏｒ＋＜Ｎｅｗ＿ｖ＞
上式において、
　＜ｕ＞及び＜ｖ＞は、ｕ’ｖ’色空間における元の平均値を示し、
　＜Ｎｅｗ＿ｕ＞及び＜Ｎｅｗ＿ｖ＞は、ｕ’ｖ’色空間における新しい平均値を示し、
　Ｎｅｗ＿ｕ’及びＮｅｗ＿ｖ’は、ｕ’ｖ’色空間における新しい画素座標を示し、
　ｕ’及びｖ’は、ｕ’ｖ’色空間における元の画素座標を示し、
　ＳｃａｌｅＦａｃｔｏｒは、選択された換算係数を示す。
【００６５】
　第１実施形態では、この元の平均値は、各フレームについて別々に計算される。他の実
施形態では、この平均値は、多くのＧＩ画像の統計値に基づき、あらかじめ計算される。
他の実施形態では、元の平均値の計算は、例えば、ストリーム中の最近の又は以前の画像
で計算した履歴値を考慮して、ＩＩＲに基づく。
【００６６】
　一実施形態において、本明細書に記載した方法に用いる換算又は膨張係数は、可変であ
り、画像領域に基づく関数として選択される。“画像領域”又はもっと簡単に“領域”は
、画像の一部である。例えば、画像が、３２ｘ３２画素アレイとして提供される場合、領
域は、３２ｘ３２画素アレイの４ｘ４の部分に対応する。好適な一実施形態において、画
素アレイは、もっと大きく、例えば、２５６ｘ２５６画素である撮像装置を用いる。他の
実施形態では、換算係数は、一定の利得（例えば、２．５）である。更に他の実施形態で
は、換算係数は、ユーザからの入力に基づき、選択又は微調整される。ユーザからの入力
は、他のパラメータ、例えば、拡張色分布の新しい平均値を決定するために用いられる。
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換算係数は、輝度（Ｙ）等の他のパラメータの関数として変更される。例えば、輝度が低
い場合、換算係数は、画像において不必要な雑音の付加を回避するために、ユーザの選択
した入力より小さいことがある。一実施形態では、所定の領域又は対象の領域（ＡＯＩ）
は、超音波等の他の分光法を用いて、一実施形態で決定される。従って、また、或る実施
形態では、画素アレイは、対象領域の好適な色コントラストを生成するように構成し、一
方、ＡＯＩの外側では、画素アレイの色コントラストは、低くしたり、高くしたり、また
、変化させなくてもよい。
【００６７】
　一実施形態において、＜Ｎｅｗ＿ｕ＞及び＜Ｎｅｗ＿ｖ＞は、ｕ’ｖ’色空間における
予め選択された値を指し、これらの値は、どの色変換が実施されるかに基づき、所望の平
均値として選択される。一実施形態によれば、色分布の平均値は、第２色空間の中央領域
にシフトし、また、色分布は、拡張して、より広い色範囲を利用し得る。一実施形態によ
れば、＜Ｎｅｗ＿ｕ＞及び＜Ｎｅｗ＿ｖ＞の新しい平均値は、色特性の全方向において最
大の拡張を可能にするために、第２色空間の中央位置において選択し、これによって、強
化された画像の色コントラストを高く又は最大にできる。他の実施形態によれば、新しい
平均値は、中央位置において選択される必要はなく、また、色特性の拡張は、選択された
新しい平均値を中心にして非対称に実施し得る。
【００６８】
　新しい平均値及び値の計算／選択は、一実施形態では、対象の画像領域に、又は他の実
施形態では、病変、特徴、領域等に依存する。例えば、一実施形態における＜Ｎｅｗ＿ｕ
＞及び＜Ｎｅｗ＿ｖ＞は、より良い視覚化及び分解のために、白色であえい、また、他の
実施形態では、元の画像平均値であって、自然な又は元の色を維持する。従って、白色の
場合、＜Ｎｅｗ＿ｕ＞及び＜Ｎｅｗ＿ｖ＞は、０．１９７８、０．４６８３である。正規
化ｒ、ｇの場合、白色点は、０．３３３、０．３３３である。好適な一実施形態において
、実質的に赤みがかった画像、例えば、生体内画像では、平均値は、第２色空間、例えば
、ｕ’ｖ’色空間の灰色又は白色領域に置かれる。
【００６９】
　一実施形態において、Ｎｅｗ＿ｕ’及びＮｅｗ＿ｖ’は、次に、ｕ’ｖ’画像値からＲ
ＧＢ画像値に再度変換される。正規化ｒ、ｇ、ｂ空間は、ｕ’ｖ’空間の代わりに用い得
る。このステップに含まれるのは、好適には、妥当でないデータを修正することである。
例えば、妥当でないデータを修正する段階は、負の座標値及び１より大きい座標値をトリ
ミングすることによって実施される。他の実施形態では、有効な範囲又は所定の範囲内に
ない値、例えば、０－２５５は、所定の有効な値にトリミング又は修正される。
【００７０】
　このステップにおいて、第３の成分を、好適には、一定に維持する。例えば、ｕ’ｖ’
では、Ｙ（輝度）を、一定に維持する。また、ｒｇでは、Ｒ、Ｇ、Ｂの和を、一定に維持
する。更に、ｍａｘ（Ｒ、Ｇ、Ｂ）も、Ｒ、Ｇ、Ｂの和の代わりに固定される。
【００７１】
　当業者は、第２色空間における新しい画素色値（座標）は、見ようとする画像又は画像
領域が、最適な色コントラストを生じるまで、変更されることを容易に認識されるであろ
う。ソフトウェアを用いて、ユーザは、色コントラストを制御し、例えば、手動で改良す
ることが可能である。他の選択肢として、色コントラスト値は、輝度の関数として変更さ
れる。即ち、低輝度での色雑音の強調を回避するために、輝度の低い値において色コント
ラストが減じられる。一実施形態において、ｕ及びｖの値は、結果的に生じる画像が、例
えば、可視光の全スペクトルを利用して画像を生成し、管腔の赤色調の画像と比較して、
色コントラストがよくなるように変更される。或る実施形態において、最適なコントラス
トは、ユーザにより＜Ｎｅｗ＿ｕ＞及び＜Ｎｅｗ＿ｖ＞値を変えることによって得られる
。一実施形態において、照射源１４２の波長は、病変と病変に関連する背景パターンとの
間に最適なコントラストを提供するように調整する。本明細書に記載したように、或る実
施形態において、最適な色コントラストを提供することは、観察対象病変と病変に関連す
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る背景パターンとの間に最大の色コントラストを提供することを意味する。他の実施形態
では、照射源１４２の波長は、健康な構造と対応する病変との間に最適な色コントラスト
を提供するように調整される。一実施形態において、本明細書に述べた最適な色コントラ
ストは、一実施形態では、低ルミネッセンス強度を、又は、他の実施形態では、高ルミネ
ッセンス強度を補償するように、＜ｕ＞及び＜ｖ＞の値を変えることを意味する。
【００７２】
　一実施形態によれば、色値の拡張は、新しい平均値を決定することなく計算される。
　同様に、また、他の実施形態において、データをそれに及びそれから変換するために用
いられる色座標系は、観察する画像領域又は見る病変を最適化するために変更される。一
実施形態では、上記方法は、本明細書に記載した画像領域において色コントラストを強化
する方法に用いられる。
【００７３】
　次に、図８を参照する。従って、一実施形態において、本明細書に提供されるものは、
画像又は画像の一部の色コントラストを高くする方法である。本方法には、画像を受信す
る又は得る段階と、受信された画像から色拡張画像を構築する段階と、が含まれ、色拡張
は、画像の又は画像内の対象領域の色コントラストを強化する。
【００７４】
　他の実施形態において、自律型生体内装置で見る胃腸管における画像又は画像の一部の
色コントラストを高めるための色拡張画像を構築する段階には、第１色空間における画像
を受信する段階（８００）と、画像の或る実施形態における輝度及び色値等の画素特性を
第２色空間にマッピングする段階（８１０）と、画像の色分布を推定する段階（８２０）
と、拡張／拡大分布を得るために、第２色空間の有効な値に渡って色分布を拡張する段階
（８３０）と、及び拡張色分布を用いて、第１色空間における新しい画素特性を計算する
段階（８４０）とが含まれる。一実施形態によれば、新しい画素特性を計算する段階には
、拡張分布に基づき、画素特性への色変換を誘起する段階が含まれる。一実施形態におい
て、色拡張画像を構築する段階には、画素色特性を得る動作と、元の画素色特性を異なる
色座標組に変換する動作と、与えられた所定の色波長範囲の場合、拡張色分布の新しい平
均値を決定する動作と、新しい平均値に基づき、画素色特性を決定する動作とが含まれる
。
【００７５】
　一実施形態では、座標系が使用され、他の実施形態では、新しい平均値もしくは換算係
数は、撮像しようとする病変に基づき、選択される。
　幾つかの実施形態において、画像解析及び／又は比較は、ほぼリアルタイムに、例えば
、装置１４０が生体内にある間、撮像装置１４６が画像を取り込む間、送信機１４１が画
像データを送信する間、受信機／記録計１１２が画像データを受信する間、そして、ワー
クステーション１１７が生体内画像を表示する間、実施される。
【００７６】
　他の実施形態において、本発明は、グラフィカルユーザーインターフェイスを提供する
が、これは、モニタ１１８上に表示可能であり、これは、生体内撮像装置によって取り込
まれた選択画像を、通常表示で又は色拡張した即ち“強化した”色表示でのいずれかで、
例えば、可視色の全スペクトルで見る選択肢をユーザに提供する。このインターフェイス
によって、ユーザは、選択画像を意のままに更にはっきりと見ることが可能になる。一実
施形態において、強化色コントラスト表示は、選択画像のみに、例えば、内科医によって
選択された画像又は図１に示した処理ユニット１１４等の処理ユニットによって自動的に
選択された画像に適用する。これらの画像は、胃腸組織の病変又は異常を示すと考えられ
る。他の実施形態では、強化された色表示は、像ストリームにおける全ての画像に、又は
、幾つかの画像に、例えば、第２又は第３番目の画像毎に又は第１００番目の画像毎に適
用される。強化された色表示を適用する他の構成を用いてもよい。
【００７７】
　一実施形態によれば、色コントラスト強化のレベルは、例えば、画像ストリームを見つ
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つ、ユーザが決定する。一例において、ユーザは、所定レベルのリストからレベルを選択
することによって、例えば、色コントラスト強化の設定値を徐々に変えることができる色
コントラスト強化レベルバーに沿ってスライドボタンを動かすことによって、色コントラ
スト強化のレベルを設定する。他のユーザインターフェイス実施例を用いてもよい。一実
施形態において、コントラスト強化の強化画像出力は、そのレベルが、低コントラストレ
ベルに設定された場合、組織の自然な色に近くなることがあり、色コントラスト強化のレ
ベルが高いレベルに設定された場合、（撮像装置によって元々撮像された）組織の自然な
色と大きく異なったりすることがある。
【００７８】
　以下の例は、本発明の好適な実施形態を更に充分に示すために提示する。それは、しか
しながら、決して、本発明の広い範囲を限定すると解釈すべきでない。
　例
　例１：青色強化胃腸画像を生成するための方法
　以下は、元の及び変換された色座標組の一実施形態で用いる色拡張の例である。
【００７９】
　本例において、ＲＧＢ画像が、図２Ａ、３Ａ、４Ａ、５Ａ及び６Ａに示すように得られ
た。そして、ＲＧＢ値は、第２組の座標（ｕ’ｖ’色空間）に変換された。
　ＲＧＢからｕ’ｖ’へ：
　ＲＧＢからＸＹＺに（Ｄ６５白色点で）変換する場合、変換行列は、以下の通りである
。
【００８０】

【数１】

【００８１】
　白色点は、画像における色“白”を定義するように機能する色度座標の組である。Ｄ６
５は、６５００度ケルビンを示す。
　ＸＹＺからｕ’ｖ’＝
　ｕ’＝４Ｘ／（Ｘ＋１５Ｙ＋３Ｚ）
　ｖ’＝９Ｙ／（Ｘ＋１５Ｙ＋３Ｚ）
である。
【００８２】
　次に、本明細書に提示された色拡張関数を用いて、
　Ｎｅｗ＿ｕ’＝（ｕ’－＜ｕ＞）・ＳｃａｌｅＦａｃｔｏｒ＋＜Ｎｅｗ＿ｕ＞
　Ｎｅｗ＿ｖ’＝（ｖ’－＜ｖ＞）・ＳｃａｌｅＦａｃｔｏｒ＋＜Ｎｅｗ＿ｖ＞
と、新しい座標値を拡張する。
【００８３】
　そして、拡張座標値をｕ’ｖ’色空間（又は正規化ｒ，ｇ）からＲＧＢ色空間に再度変
換した。上記したように、第３成分Ｙ（輝度）は、一定に維持する。
　ｕ’ｖ’からＲＧＢへ：
　ｕ’ｖ’→ＸＹＺ＝
　Ｘ＝９／４＊Ｙ＊ｕ’／ｖ’
　Ｙ（変わらない）
　Ｚ＝（（４＊Ｘ／ｕ’）－Ｘ－１５＊Ｙ）／３
　ＸＹＺからＲＧＢに（Ｄ６５白色点で）変換する場合、用いられる行列変換は以下の通
りである。
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【００８４】
【数２】

【００８５】
　画像は、強化された色で表示される。図２Ａ、３Ａ、４Ａ、５Ａ及び６Ａの元の画像と
比較して、図２Ｂ、３Ｂ、４Ｂ、５Ｂ及び６Ｂを参照されたい。
　他の実施形態において、Ｇ及びＢチャネルにおける固定利得（例えば、Ｇの１．５及び
Ｂの３）を適用するが、例えば、生体内画像における病変は、あまり顕著でないことがあ
る。本実施形態では、Ｒ、Ｇ、Ｂ値は、有効な値の範囲に留めるために、修正される（例
えば、これらの値は、単一の所定の又は計算された係数によって、トリミング又は除算さ
れる）。Ｒチャネルは、生体内画像等の或る構成では、広いダイナミックレンジを用い得
ることから、一定に維持してよい。他の実施形態において、Ｒ、Ｇ及びＢチャネルの利得
は、特定の画素特性に基づき、計算し拡張し得る。そのような実施形態では、第２色空間
を用いる必要はなく、また、全ての計算は、元の色空間について実施される。
【００８６】
　生体内胃腸試験患者からの１１５フレームサンプル（胃から６７フレーム、ＳＢから１
６、結腸から３２）に基づき、ｕ’ｖ’次元における色変換の前と後で、画像における一
部の画素のｕ’ｖ’座標のヒストグラムを準備した。例えば、画素の一部は、全ての照ら
した画素を含み、又は選択条件もしくは判断基準、例えば、所定の条件に合致する画素の
グループを含む。図７Ａは、生体内撮像装置によって取り込まれた画像の照らした領域に
おける全画素が含まれる画素の一部のｕ’ｖ’座標のヒストグラムを示す。図７Ｂは、本
発明の方法を用いた色拡張後、画像の照らした領域の全画素のｕ’ｖ’座標のヒストグラ
ムを示す。このヒストグラムは、極めて鋭く、従って、その対数をグラフ化し、最大値で
正規化した。参照用として、純色もグラフ化しており、好適な実施形態により新しい平均
値として用い得る白色点は、“＋”符号によって記載している。
【００８７】
　本明細書において提示したプロセスは、元来、いずれか特定のコンピュータ又は他の装
置に関係するものではない。本明細書の教示内容に基づくプログラムと共に様々な汎用シ
ステムが用いられる。又は、所望の方法を実施する更に専用の装置を構築すると好都合な
こともある。これらの様々なシステム用の所望の構造が、本明細書の説明から分かる。更
に、本発明の実施形態は、何らかの特定のプログラミング言語を参照して記載していない
。本明細書に記載した本発明の教示内容を実現するために、様々なプログラミング言語を
用い得ることを認識されるであろう。
【００８８】
　特に記載しない限り、本明細書の議論から明らかなように、本明細書全体において、“
推定する”、“処理する”、“演算する”、“計算する”、“決定する”等の用語を用い
る説明は、コンピュータ処理システムのレジスタ及び／又はメモリ内における物理的な、
例えば、電子的な量として表されるデータを操作及び／又は変換して、コンピュータ処理
システムのメモリ、レジスタ又は他のそのような情報記憶装置、送信又は表示装置内にお
いて物理的な量として同様に表される他のデータにするコンピュータもしくはコンピュー
タ処理システム、又は同様な電子処理装置（例えば、“コンピュータ・オン・チップ”又
はＡＳＩＣ）の動作及び／又は処理を通常指すことを認識されたい。
【００８９】
　本発明は、本明細書において具体的に示し述べたことに限定されないことを当業者は認
識されたい。
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　添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について記載したが、本発明は、本明細
書において示し記載した実施形態そのものに限定されないことを理解されたい。むしろ、
当業者は、本発明の範囲又は技術思想から逸脱することなく、様々な変更及び修正をそこ
で行うことができ、また、本発明の範囲は、後記する請求項によってのみ規定される。
【００９０】
　なお、出願時に提出した外国語明細書中に使用不可能な表現が含まれていたために、こ
の翻訳文では代替表記を使用した。具体的には、平均値を表す
＜ｕ＞，＜ｖ＞，＜Ｎｅｗ＿ｕ＞及び＜Ｎｅｗ＿ｖ＞各々
【００９１】
【数３】

【００９２】
のように、上線をつけて表現されていたが、便宜上翻訳文では、＜　＞で囲って表現した
。

【図１】 【図８】
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